
飼い主が病気療養、または亡くなるなどし、保護犬と
なるケースがあります。まずは飼い主が“自分が飼え
なくなった時”を想定し、事前に引き取り手を探して
おくことが大切です。また、飼えなくなった際、終生預
かる「老犬ホーム」という取り組みも始まっています。

各自治体の公的な収容施設では、収容数の上限などの理
由から、預かり期間が決められていることがあります。今後
は、シェルターなど公的な収容施設の拡大、
また民間機関の施設についても充
実を図る必要があります。予算の増
強、税制化、基金の
設立などがカギと
なってくるでしょう。

保護された動物をすみやかに公表できるシステムを
拡充し、動物を家族に迎え入れる際の一つの手段と
して確立させていく必要があります。保護されるべき
動物を減らし、譲渡される動物を増やしていければ、
殺処分の数は減らせます。

マイクロチップ

殺処分のない社会を
実 現 す る た め の

収容動物の減少１

●無駄吠え、咬みつきなど問題行動　 正しいしつけの重要性の周知を徹底
●無責任な飼育放棄　 命に対する教育、マイクロチップの普及を推進

●譲渡希望者の増加対策
●飼育支援システム
 （特に高齢者）
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